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各団体からの民間委託に関する申入れ・要望について 

 
                                    行政改革課 

団体名 申入れ・要望先 申入れ・要望の概要 ページ 

長野県職員労働組合 総務部長 ・「技能労務職員の給与等の見直しに向けた取組

方針」については、現業職員の賃金・労働条

件は労使交渉・合意に基づくという原則を踏

まえて、一方的な実施は行わないこと。 
・「民間委託が適当な業務は民間委託を推進」に

ついては、行政サービスの質の確保の観点か

ら、現場職員の意見を聴取するなど実態把握

に努め、拙速な判断を行わないこと。 

2 

長野県高等学校教職

員組合 

民間協働専門部

会委員 

・学校現場における民間委託化は困難であると

考えます。 

・民間委託を一方的にすすめることがないよう

県当局に求めていただきたい。 

3･4 

長野県書店商業組合 県教育委員会教

育長 

・地元書店が書籍納入から締め出される 
・学校図書館の多様性や役割が守られなくなる 
・地元書店締め出しになるような行政改革には

反対致します 

5･6 

学校図書館問題研究

会長野支部 

民間協働専門部

会委員 
・学校図書館職員配置の基本的条件として、正

規職員であることが必要であると考えていま

す。 
・学校図書館の職員は、自己の職務に責任を持

ち、教育現場の変化にも目を配りつつ、常に

現状の改善に努めるためにも、安定した身分

の正規職員であることが必要です。 
・学校図書館の管理運営は民間委託になじみま

せん。 

7～9 

図書館問題研究会長

野支部 

民間協働専門部

会 

・子どもたちに高校でどのような教育を行なっ

ていくのか、それを実現していくためどのよ

うな学校図書館が必要なのかという本質に立

ち返って、学校図書館司書が民間委託に適し

ているのかを慎重に検討していただきたいと

切に願います。 

10･11 

 

資料４－１ 



2



3



4



5



6



7



8



9



2008年 7月 29日 
 
長野県行政機構審議会  
民間協働専門部会 様 
 

図書館問題研究会 長野支部 
支部長  井上 喜久美 

 
 厳しい県財政下、行政改革に真摯に取り組んでおられる審議会の皆様に敬意

を表します。 
 さて、私たち図書館問題研究会は、住民の学習権と知る自由を保障する図書

館の発展を目指して活動している個人加盟の団体です。図書館員、住民、研究

者など図書館に関心を持つもので構成され、会員数は全国で約千名です。長野

県支部は準会員を含め３０名で、毎年地域住民の方と共に講演会や学習会を行

なっております。 
 この度、第 4回長野県行政機構審議会民間協働専門部会に提出された資料「民
間委託検討可能業務」に高等学校の学校図書館の管理運営があげられているこ

とについて、長年図書館に係わってきたものの立場から、委員の皆様に私ども

の意見を述べさせていただきます。 
司書は専門性を必要とされる仕事だと常々感じております。まして、学校司

書となれば本に関する知識のほかに、各教科がいつどのような課題で調べ学習

をするか把握し、それをサポートするためにどのような資料を用意すべきか知

らなくてはなりません。個々の生徒の課題も把握していなければならないでし

ょう。学校が図書館を使って生きた授業をするためにはそれを支える司書が必

要なのです。司書のいない図書館は本の倉庫となってしまいます。文部省も自

ら学ぶ力・課題解決能力を育てるため学校図書館に力を入れています。先日目

にした文部科学省・子どもの読書サポーターズ会議のポスターには次のような

言葉が書かれていました。「学校図書館のチカラを子どもたちのチカラに・・・・

ここに、未来への扉。」 
現在県内の県立高校には，全校に司書が配置されており、その結果、長野県

の学校図書館は、全国的に見ても活発に動いています。県内の学校司書たちは、

利用者の動きを観察しながら館内レイアウトを変更したり、見出しを作成した

りして、使いやすい図書館づくりを研究・実践しています。また，教師や生徒

に積極的に働きかけて、行事や授業などでの利用の掘り起こしに励んでいます。

生徒が読みたい本を提供するとともに、すぐれた作品や役にたつ資料の紹介に

努めています。若者の活字離れが顕著な今日、県内の高等学校司書によるこれ
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らの活動は貴重であると考えます。 

長野県行政機構審議会ホームページの「今後の民間委託等の推進に向けた基

本的考え方」の中で民間委託を実施するかどうかの視点を５つ挙げていらっし

ゃいます。その第一に「サービスの質の向上が図られる。」とありますが、高等

学校司書の仕事が民間委託により質が向上するとは考えられません。実は、長

野県の公共図書館では臨時職員が増えたため、５年という短い周期で職員の入

れ替えがあり、知識と経験が蓄積しません。やる気があっても経済的な理由で

司書の仕事を離れていった仲間がたくさんいます。そのため、公共図書館には

図書館の運営方針を決めていくべき中堅職員がほとんどいない状況が生まれ、

そのことにより全国レベルよりも長野県の公共図書館のサービスが貧しいもの

になってきています。現在よりも安い賃金で雇われ継続雇用の保証も無いと考

えられる民間職員に、現状より良いサービスができるとはとても思えないので

す。この仕事は何よりも経験の蓄積が必要となり、その蓄積された技術と知識

で次代を担う人づくりに関わる事が要求されます。この点を考慮いただくよう

お願いします。 
また、第二点で挙げられている「コスト削減が図られる」ですが、高等学校

司書の場合これはとりもなおさず現在よりも低賃金になるということを意味し

ます。福祉の現場で安い賃金ときつい仕事に耐えに耐えて、疲弊して職を離れ

ていく人が多く出るのと同じ状況が民間委託された図書館にもおきています。

また、次代を担う大切な若者たちを官製プアーが生まれるような仕組みに組み

込むような事態を避けなければならないと考えます。 
また、第四で挙げられている「高度な専門知識や技術が必要で、県で人材の

確保が困難である。」という視点ですが、現在の高等学校司書は専門職として採

用試験を経た有資格者です。大学で司書課程を修め司書資格を持った人たちが

毎年多く生まれていますが、そのほとんどが司書の仕事に就くことができない

現状を見れば、人材確保が困難とは考えられません。 
私たちは貴部会が、子どもたちに高校でどのような教育を行なっていくのか、

それを実現していくためどのような学校図書館が必要なのかという本質に立ち

返って、学校図書館司書が民間委託に適しているのかを慎重に検討していただ

きたいと切に願います。 
また、先頃の図書館法の改正を受け、両院が図書館や博物館に関する付帯決議

を考慮に入れ検討下さることを切望いたします 
 

図書館問題研究会長野支部 
事務局 〒399-5301 
〒395-0034 長野県飯田市追手
町 2-677-3 
飯田市立図書館内 

TEL ： 0265-22-0706  FAX ：
0265-22-023 
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